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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム又は銅の短繊維と、充電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放
電時に化学反応する活物質粉と、バインダーとを含む液状又はゲル状のスラリーを作成す
るスラリー作成工程であって、前記短繊維の平均線径は２０μｍであり、前記吸着物質粉
および前記活物質粉の平均粒径は、前記短繊維の平均線径に１０μｍを加えた値であるス
ラリー作成工程と、
　前記スラリーを所定形状に成形する成形工程と、
　前記所定形状に成形された前記スラリーを乾燥させることによって前記アルミニウム又
は銅の短繊維が集電体として機能する電極を形成する乾燥工程とを有する蓄電デバイスの
電極の製造方法であって、
　前記短繊維の平均長さは２５ｍｍ以下であるが、但し、平均長さが１ｍｍ以下である短
繊維を除く、蓄電デバイスの電極の製造方法。
【請求項２】
　前記スラリー作成工程では、平均太さが０．５μｍ以下であるカーボン繊維をさらに含
む前記スラリーを作成し、
　前記カーボン繊維の平均長さは前記活物質粉または前記吸着物質粉の平均粒径の半分以
上である、請求項１に記載の蓄電デバイスの電極の製造方法。
【請求項３】
　前記短繊維が、アルミニウム又は銅の部材に切削工具を当てることにより成形される、
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請求項１又は２に記載の蓄電デバイスの電極の製造方法。
【請求項４】
　前記アルミニウムとして純度が９９．９％以上のアルミニウムを用いる請求項１～３の
何れかに記載の電極の製造方法。
【請求項５】
　前記成形工程の前に前記スラリーを前記バインダーが完全に硬化しない状態まで乾燥さ
せる前乾燥工程をさらに有する請求項１～４の何れかに記載の電極の製造方法。
【請求項６】
　アルミニウム又は銅の短繊維と、充電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放
電時に化学反応する活物質粉と、バインダーとを含む液状又はゲル状であり、蓄電デバイ
スの電極用に所定形状に成形されたスラリーであって、
　前記短繊維の平均線径は２０μｍであり、前記吸着物質粉および前記活物質粉の平均粒
径は、前記短繊維の平均線径に１０μｍを加えた値であり、
　前記短繊維の平均長さは２５ｍｍ以下であるが、但し、平均長さが１ｍｍ以下である短
繊維を除く、蓄電デバイスの電極用のスラリー。
【請求項７】
　アルミニウム又は銅の短繊維と、充電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放
電時に化学反応する活物質粉と、バインダーと、平均太さが０．５μｍ以下であるカーボ
ン繊維とを含む液状又はゲル状であり、蓄電デバイスの電極用に所定形状に成形されたス
ラリーであって、
　前記短繊維の平均線径は２０μｍであり、前記吸着物質粉および前記活物質粉の平均粒
径は、前記短繊維の平均線径に１０μｍを加えた値であり、前記カーボン繊維の平均長さ
は前記活物質粉または前記吸着物質粉の平均粒径の半分以上であり、
　前記短繊維の平均長さは２５ｍｍ以下であるが、但し、平均長さが１ｍｍ以下である短
繊維を除く、蓄電デバイスの電極用のスラリー。
【請求項８】
　平均長さが２５ｍｍ以下であるが、平均長さが１ｍｍ以下である短繊維を除くアルミニ
ウム又は銅の短繊維から成る集電体と、
　該集電体の前記アルミニウム又は銅の短繊維間に形成された隙間に入り込んでおり、充
電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放電時に化学反応する活物質粉を備える
蓄電デバイスの電極であって、
　請求項６記載の蓄電デバイスの電極用のスラリーが乾燥したものである、蓄電デバイス
の電極。
【請求項９】
　平均長さが２５ｍｍ以下であるが、平均長さが１ｍｍ以下である短繊維を除くアルミニ
ウム又は銅の短繊維から成る集電体と、
　該集電体の前記アルミニウム又は銅の短繊維間に形成された隙間に入り込んでおり、充
電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放電時に化学反応する活物質粉および平
均太さが０．５μｍ以下であるカーボン繊維を備える蓄電デバイスの電極であって、
　請求項７記載の蓄電デバイスの電極用のスラリーが乾燥したものである、蓄電デバイス
の電極。
【請求項１０】
　前記集電体の前記アルミニウム又は銅の短繊維が曲げられて存在している請求項８又は
９に記載の電極。
【請求項１１】
　前記アルミニウムは純度が９９．９％以上である請求項８～１０の何れかに記載の電極
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、二次電池、キャパシタ等の蓄電デバイスの電極およびその製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　エネルギー削減や地球温暖化防止を目的に様々な分野でキャパシタや二次電池が使用さ
れており、特に自動車産業においては、電気エネルギーを採用したことによりこれらを利
用した技術開発が加速されている。
　電気二重層キャパシタは、従来、低電圧が印加される電子回路のメモリのバックアップ
用として使用されており、二次電池と比較して高い入出力の信頼性を有する。
【０００３】
　このため、近年では太陽光や風力などの自然エネルギーによる発電や、建設機械、瞬低
用電源、電車の回生用電源などに利用されている。自動車への用途としても検討されてき
たが、特性、コストが要求に合わず、近年までこの分野での使用実現に至らなかった。し
かし、現在では、電子制御ブレーキシステム用に電気二重層キャパシタが使用され、自動
車の電装品のバックアップ電源やアイドリングストップシステムの始動用エネルギー供給
、ブレーキ制御、動力アシストなどへの用途が検討されている。
【０００４】
　電気二重層キャパシタの構造は、正負の電極部と、電解液と、対向する正負の電極部の
短絡を防止するセパレータとから構成される。電極部は、分極性電極（現在は主に活性炭
）、活性炭を保持するためのバインダー、導電助剤（主にカーボンの微粒子）を混練した
ものを、集電体であるアルミニウム箔（厚さ約２０μｍ）上に何層も塗布する事で形成さ
れている。このような電気二重層キャパシタは例えば特許文献１に開示されている。
【０００５】
　電気二重層キャパシタの充電は、電解質イオンが溶液内を移動し活性炭の微細孔表面に
吸脱着する事で行われる。電気二重層は活性炭粉と電解液が接する界面に形成される。
　因みに、通常の活性炭の粒径は、例として約４～８μm、比表面積は、例として１６０
０～２５００ｍ３／ｇである。電解液は陽イオン、陰イオン、および溶媒を有し、陽イオ
ンとしてテトラエチルアンモニウム塩、陰イオンとして四フッ化ホウ酸イオンなどが用い
られ、溶媒としてプロピレンカーボネートやエチレンカーボネートなどが使用されている
。
【０００６】
　一方、リチウムイオン二次電池は、主に、正極、負極、セパレータから構成されている
。例えば図８に示すように、一般的に正極は集電体である厚さ２０μｍのアルミニウム箔
に活物質粉、通常はコバルト酸リチウムと、添加物である導電助剤と、バインダーとを練
り合わせたものを１００μｍ程度の厚さに塗布したものであり、負極は集電体である銅箔
に炭素材料を塗布したものであり、これらを例えばポリエチレンなどのセパレータで分離
し、電解液に浸すことにより、リチウムイオン二次電池が構成されている。このようなリ
チウムイオン二次電池は例えば特許文献２に開示されている。
【０００７】
　充放電は、リチウムイオンが正極と負極との間を移動することで行われ、充電時はリチ
ウムイオンが正極から負極へ移動し、正極のリチウムイオンがなくなるか負極にリチウム
イオンが収蔵できなくなったら充電が完了する。放電時はこの逆となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－０８６１１３号公報
【特許文献２】特開２００７－１２３１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　近年、電気自動車、エネルギー発電等のパワーデバイス用のキャパシタの開発が進めら
れている。高効率に大容量のエネルギーをキャパシタに出し入れするためには、静電容量
を増加させ、電極部の内部抵抗を減らす方法が考えられる。簡単には、活性炭と集電体で
あるアルミニウム部材の距離を近くし、活性炭を出来る限り多く配置する方法が考えられ
る。
【００１０】
　一般的に、電気二重層キャパシタがリチウムイオン二次電池を主とする二次電池と違う
点は、化学反応を伴わず、自己放電によって時間と共に電荷が失われ、蓄電時間が短く、
電流の放出時間が短い点である。また、エネルギー密度については、リチウム電池が数百
Ｗｈ／Ｌに対して電気二重層キャパシタは数十Ｗｈ／Ｌである。電気二重層キャパシタが
、蓄電用ではなく、電装品のバックアップ電源やアイドリングストップシステムの始動用
エネルギー、ブレーキ制御、動力アシストなどで検討されているのは、前記の相違による
。
【００１１】
　リチウム電池を主とする二次電池は、比較的エネルギー密度が高く、長時間使用できる
ので、携帯機器をはじめ様々な分野で使用され、近年、自動車や重機、エネルギー分野等
に利用されるようになってきた。しかしながら、依然として、性能（容量、充放電速度、
寿命）や製造コストに課題が多く、特に自動車などの大型電池においてその課題が顕著で
ある。例えば、携帯電話で使用される電流は数ｍＡであるが、ハイブリッド車で使用され
る電流は数百Ａとなり、両者の差は１００００倍以上である。そのため容量を増やす為の
大型化が必要であるが、大型化には、容量をはじめ充電速度、信頼性、製造の難しさなど
多くの課題が存在する。
【００１２】
　リチウムイオン二次電池の反応は可逆的な化学反応であり、電極が充放電する際に、活
物質の体積が膨張・収縮する。そのため、活物質が集電体から剥離し、充放電特性が劣化
する。即ち、常に１００％同じ充放電をすることはなく、充放電の能力低下が起こる。ハ
イブリッド自動車や電気自動車では電池は何年も使用されるので、上記劣化を防ぐために
集電体と活物質の剥離を抑える必要がある。
【００１３】
　また、リチウムイオン電池の最大の課題に内部抵抗がある。内部抵抗とはリチウムイオ
ンが電池内部の正極と負極で電解質の中を移動する際の抵抗といえるが、この移動抵抗が
、容量を大きくすることができない、又は充放電速度を速くできない主な理由である。
　大型化の為に集電体に多くの活物質を塗布すると容量は増加するが、移動抵抗が大きく
なる。その為、現在、その厚みには限界がある。また、その抵抗により充放電速度が遅く
なっている。塗布厚を薄くすると内部抵抗は低減し充放電速度は速くなるが、容量が減少
する。その為、活物質を塗布した集電体を何重にも重ねたり、活物質を塗布した集電体の
面積を広げたりする必要が生じる。
【００１４】
　充電や放電の速さは、リチウムイオンの発生量にも起因する。一度に多くのイオンが作
り出され一度に移動できれば、充電速度や放電速度は速くなる。二次電池の化学反応は電
解質との界面で起こるので、電極と電解質との接触面積を増やすことができれば、充放電
速度も改善される。
【００１５】
　内部抵抗を減らすために、添加物の改良、導電助剤や活物質の改良、また集電体の上に
予めカーボンの微粒子を塗布するなどの工夫が実施されている。また、集電体の形状にお
いても、前述のように出来るだけ薄膜にする改善や、箔に細かい穴等を形成して表面積を
大きくする改善が行われている。また、電気二重層キャパシタにおいても同様に活性炭や
添加剤の改良、集電体との接触面積を増やすなどの研究開発が行われている。
【００１６】
　前述のように、蓄電デバイスである電気二重層キャパシタやリチウムイオン二次電池な
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どの二次電池においては、電気自動車、ハイブリッド車、ハイパワーエネルギーデバイス
用に、大容量化、高出力化、長寿命化、コスト低減に向けた取組みが行われている。
【００１７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、蓄電デバイスの充放電速度を
向上することができる蓄電デバイスの電極およびその製造方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明の第１の態様の蓄電デバイスの電極の製造方法は、アルミニウム又は銅の短繊維
と、充電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放電時に化学反応する活物質粉と
、バインダーとを含む液状又はゲル状のスラリーを作成するスラリー作成工程であって、
前記短繊維の平均線径は２０μｍであり、前記吸着物質粉および前記活物質粉の平均粒径
は、前記短繊維の平均線径に１０μｍを加えた値であるスラリー作成工程と、前記スラリ
ーを所定形状に成形する成形工程と、前記所定形状に成形された前記スラリーを乾燥させ
ることによって前記アルミニウム又は銅の短繊維が集電体として機能する電極を形成する
乾燥工程とを有する。前記短繊維の平均長さは２５ｍｍ以下であるが、但し、平均長さが
１ｍｍ以下である短繊維を除く。
【００１９】
　当該態様では、所定形状に成形したスラリーを乾燥させると、アルミニウム又は銅の短
繊維同士が電気的に接続され、短繊維により不織布状集電体又は分散した短繊維同士が接
続された集電体が形成される。また、スラリー内では短繊維と吸着物質粉又は活物質粉と
が混ぜられているので、スラリーを乾燥させると、集電体の短繊維の間に形成された隙間
に吸着物質粉又は活物質粉が入り込む。このため、吸着物質粉又は活物質粉が短繊維に直
接接触し、又は、短繊維の近傍に配置され、吸着物質粉又は活物質粉とアルミニウム又は
銅の短繊維との間で電子の授受が行われる際に、その移動抵抗を小さくすることができる
。
【００２０】
　上記態様のスラリー作成工程において、前記アルミニウム又は銅の短繊維と、前記吸着
物質粉又は前記活物質粉と、前記バインダーと、平均太さが０．５μｍ以下であるカーボ
ン繊維とを含む前記スラリーを作成することも可能である。
　この場合、電極となった際に、吸着物質粉又は活物質粉と短繊維とが直接接触していな
い場合でも、当該吸着物質粉又は活物質粉と短繊維とがカーボン繊維を介して電気的に接
続される。また、吸着物質粉又は活物質粉と短繊維とが直接接触している場合でも、カー
ボン繊維による接続があることによって、当該吸着物質粉又は活物質粉と短繊維との間の
電気抵抗が更に低減される。
【００２１】
　また、上記態様において、前記成形工程の前に前記スラリーを前記バインダーが完全に
硬化しない状態まで乾燥させる前乾燥をさらに行うことも可能である。この場合、成形工
程前のスラリーを成形し易くなるので、製造される電極の品質向上や製造コストの低減を
行う上で有利である。
【００２２】
　本発明の第２の態様は、アルミニウム又は銅の短繊維と、充電時に電解質イオンが吸着
する吸着物質粉又は充放電時に化学反応する活物質粉と、バインダーとを含む液状又はゲ
ル状であり、蓄電デバイスの電極用に所定形状に成形されたスラリーであって、前記短繊
維の平均線径は２０μｍであり、前記吸着物質粉および前記活物質粉の平均粒径は、前記
短繊維の平均線径に１０μｍを加えた値であり、前記短繊維の平均長さは２５ｍｍ以下で
あるが、但し、平均長さが１ｍｍ以下である短繊維を除くものである。
　また、本発明の第３の態様の蓄電デバイスの電極は、平均長さが２５ｍｍ以下であるが
、平均長さが１ｍｍ以下である短繊維を除くアルミニウム又は銅の短繊維から成る集電体
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と、該集電体の前記アルミニウム又は銅の短繊維間に形成された隙間に入り込んでおり、
充電時に電解質イオンが吸着する吸着物質粉又は充放電時に化学反応する活物質粉とを備
える蓄電デバイスの電極であって、前記の蓄電デバイスの電極用のスラリーが乾燥したも
のである。
【００２３】
　当該態様では、集電体の短繊維の間に形成された隙間に吸着物質粉又は活物質粉が入り
込んでいるので、吸着物質粉又は活物質粉が短繊維に直接接触し、又は、短繊維の近傍に
配置され、吸着物質粉又は活物質粉と各アルミニウム又は銅の短繊維との間で電子の授受
が行われる際に、その移動抵抗を小さくすることができる。
【００２４】
　上記態様において、前記集電体の隙間に入り込んだ平均太さが０．５μｍ以下のカーボ
ン繊維をさらに備えていても良い。
　この場合、吸着物質粉又は活物質粉と短繊維とが直接接触していない場合でも、当該吸
着物質粉又は活物質粉と短繊維とがカーボン繊維を介して電気的に接続される。また、吸
着物質粉又は活物質粉と短繊維とが直接接触している場合でも、カーボン繊維による接続
があることによって、当該吸着物質粉又は活物質粉と短繊維との間の電気抵抗が更に低減
される。
【００２５】
　上記態様において、前記集電体が、２本の前記アルミニウム又は銅の短繊維が交差する
ように接触している部分を少なくとも１箇所有し、該交差部分において前記２本のアルミ
ニウム又は銅の繊維が互いに食い込んでいても良い。
　この場合、短繊維同士の接触部における電子の移動抵抗を低減することができ、電子が
入出力端子に移動する抵抗を小さくする上で有利である。
　また、上記態様において、前記アルミニウムとして純度が９９．９％以上のアルミニウ
ムを用いることが好ましい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、蓄電デバイスの充放電速度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係る電極の断面イメージ図である。
【図２】本実施形態のスラリーの製造方法の概略図である。
【図３】本実施形態のスラリーを所定の形状に成形する方法の概略図である。
【図４】本実施形態のスラリーを所定の形状に成形する他の方法の概略図である。
【図５】本実施形態の第１の変形例に係る電極の断面イメージ図である。
【図６】本実施形態の第２の変形例に係る電極の断面イメージ図である。
【図７】本実施形態の電極を用いたコイン型二次電池の断面図である。
【図８】従来のコイン型二次電池の断面図である。
【図９】本実施形態の電極を用いた電気二重層キャパシタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の一実施形態に係る電極について図面を参照して以下に説明する。
　この電極は、図１に示すように、平均線径が１００μｍ以下であるアルミニウム又は銅
の短繊維Ａから成る不織布状、又は、短繊維Ａが互いに接触するように配置された集電体
１０と、集電体１０にバインダーＢにより保持されて充放電時に化学反応する活物質粉２
０とを備え、必要に応じて集電体１０にバインダーＢにより保持された導電助剤３０を備
えている。
【００２９】
　なお、図１は本実施形態の構成をわかりやすく示すための図であり、短繊維Ａ、活物質
粉２０、導電助剤３０、カーボン繊維ＣＦ等の大きさ、太さ、長さ等は実際と異なる。ま
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た、図１において、集電体１０に、活物質粉２０の代わりに、充電時に電解質イオンが吸
着する吸着物質粉を保持させることも可能である。
【００３０】
［集電体となるアルミニウムの短繊維の成形］
　アルミニウム又は銅の短繊維Ａは、一例として、平均長さが２５ｍｍ以下、好ましくは
２０ｍｍ以下、より好ましくは１５ｍｍ以下であり、平均線径が５０μｍ以下、好ましく
は２５μｍ以下である。アルミニウム又は銅の短繊維Ａは、例えば、断面円形のアルミニ
ウム又は銅の柱状部材に切削工具を当てるビビリ振動切削法や、フライス切削法により成
形される。前記線径や長さを有するアルミニウム又は銅の短繊維を他の方法で成形するこ
とも可能である。
【００３１】
［電極の成形］
　先ず、アルミニウム又は銅の短繊維Ａと、充放電時に化学反応する活物質粉２０と、導
電助剤３０と、バインダーＢとを含む液状又はゲル状のスラリーＳを作成する。当該スラ
リーＳはアルミニウム又は銅の短繊維Ａと、活物質粉２０と、導電助剤３０と、希釈した
バインダーＢとの混合物を混練することにより作成される。アルミニウム又は銅の短繊維
Ａは平均長さが２５ｍｍ以下であることから、スラリーＳ中においてアルミニウム又は銅
の短繊維Ａ、活物質粉２０、および導電助剤３０が混ざり易い。短繊維Ａの平均長さが１
５ｍｍ以下になると、より混ざり易くなる傾向がある。
【００３２】
　続いて、スラリーＳの粘度を上げるために前乾燥を行う。前乾燥は、バインダーＢが完
全に硬化しない状態まで乾燥させ、これによりスラリーＳを所定の形状に成形し易くする
ものであるため、バインダーＢの粘度に応じて省くことができる。
　続いて、図３のようにスラリーＳを型内に入れると共にスラリーＳを加圧する。これに
より、スラリーＳを電極のサイズに応じた所定の厚さ等に成形する。なお、図４に示すよ
うに、一対のローラの間にスラリーＳを通すことによりスラリーＳを加圧し、これにより
スラリーＳを電極のサイズに応じた所定の厚さに成形することも可能である。型やローラ
によりスラリーＳの厚さを調整した後に、スラリーＳを切断して所定の形状（大きさ）に
成形することも可能である。
【００３３】
　続いて、成形されたスラリーＳを真空乾燥等により乾燥させる乾燥工程を行う。これに
より、スラリーＳ中のバインダーＢを硬化させ、バインダーＢによりスラリーＳ中の活物
質粉２０と導電助剤３０を集電体１０の短繊維Ａに保持させる。なお、スラリーＳ中の短
繊維Ａの量によっては、スラリーＳを乾燥させた後に、乾燥させたスラリーＳの中に短繊
維Ａが分散すると共に互いに近傍に配置された短繊維Ａ同士が直接接触し、又は、互いに
近傍に配置された短繊維Ａ同士が活物質粉２０や導電助剤３０を介して電気的に接続され
、これによりスラリーＳ中に分散した短繊維Ａによって集電体１０が形成されることもあ
る。この場合でも、スラリーＳ中の活物質粉２０と導電助剤３０の少なくとも一部が短繊
維Ａに保持される。
【００３４】
　なお、乾燥工程後の集電体１０を加圧する加圧工程を行うことも可能である。加圧工程
としては、集電体１０を一対のローラ間に通す処理、集電体１０を一対の平面で挟む処理
、又は型によって集電体１０を加圧する処理等を行うことが可能である。
【００３５】
　アルミニウム又は銅を用いることにより、特に好ましくは純度が９９．９％以上、より
好ましくは純度が９９．９９％以上のアルミニウムを用いることにより、図３や図４の加
圧や、乾燥工程後の集電体１０の加圧を行う際に、加圧力を調整することにより、短繊維
Ａ同士が交差するように接触している部分において、交差している２本の端繊維Ａを互い
に食い込むように変形させることが可能である。つまり、前記接触している部分で短繊維
Ａが偏平し、これにより、交差している２本の端繊維Ａが互いに食い込んでいるように見
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える。
【００３６】
　この場合、短繊維Ａ同士の接触部における電子の移動抵抗を低減することができ、電子
が入出力端子に移動する抵抗を小さくする上で有利である。
　なお、活物質粉２０を含むスラリーＳではなく、活物質粉２０の代わりに充電時に電解
質イオンが吸着する吸着物質粉を含むスラリーＳを作成することも可能である。この場合
、前記乾燥工程後の集電体１０の短繊維Ａに活物質粉２０の代わりに吸着物質粉が保持さ
れる。
【００３７】
［活物質粉］
　活物質粉２０としては、バインダーＢ等によって集電体１０に保持可能なものや、集電
体１０と共に硬化したバインダーＢに保持されるものであれば良く、サイクル特性に優れ
たものが好ましい。活物質の例としては、コバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ２）やリン酸
鉄系の活物質、グラファイト等の炭素材が挙げられる。なお、二次電池の正極および負極
に用いられる公知の活物質を使用することが可能である。
【００３８】
［吸着物質粉］
　活物質粉２０の代わりに用いる上記吸着物質粉としては、バインダーＢ等によって集電
体１０に保持可能なものや、集電体１０と共に硬化したバインダーＢに保持されるもので
あれば良く、サイクル特性に優れたものが好ましい。吸着物質粉の例としてはポリアセン
（ＰＡＳ）、ポリアニリン（ＰＡＮ）、活性炭、カーボンブラック、グラファイト、カー
ボンナノチューブ等が挙げられる。なお、電気二重層キャパシタの正極および負極に用い
られる公知の物質を用いることが可能である。
【００３９】
　活物質粉２０や吸着物質粉は乳鉢、ボールミル、振動ボールミル等を用いて粉砕し、平
均粒径を所定値以下にすることが好ましい。所定値としては、集電体１０の短繊維Ａの平
均線径に１０μｍを加えた値などが考えられる。例えば、短繊維Ａの平均線径が２０μｍ
の場合は、活物質粉２０や吸着物質粉の平均粒径は３０μｍ以下にすることが好ましい。
これにより、集電体１０の短繊維Ａと活物質粉２０又は吸着物質粉との接触面積が増加し
、充放電速度の向上に貢献し得る。
【００４０】
［バインダー］
　バインダーＢとしては、熱可塑性樹脂や多糖類高分子材料等を用いることが可能である
。バインダーの材質の例としては、ポリアクリル系樹脂、ポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、フッ化ビニリデン（ＶｄＦ）とヘキサ
フルオロプロピレン（ＨＦＰ）との共重合体等が挙げられる。なお、二次電池や電気二重
層キャパシタの電極に用いられる公知のバインダーを用いることが可能である。
【００４１】
［導電助剤］
　導電助剤３０としては、導電性を有する材質であれば良く、電解質や溶媒によって化学
変化しない材質であることが好ましい。導電助剤３０の例としては、黒鉛やカーボンブラ
ックが挙げられる。なお、二次電池や電気二重層キャパシタの電極に用いられる公知の導
電助剤を用いることが可能である。
【００４２】
　上記のように作られた電極は、電気二重層キャパシタ、二次電池、リチウムイオンキャ
パシタを含むハイブリットキャパシタ等の蓄電デバイスの電極として用いることが可能で
ある。例えば、電気二重層キャパシタの正極および負極に用いることが可能であり、二次
電池の例としてリチウムイオン二次電池の正極および負極に用いることが可能であり、リ
チウムイオンキャパシタの正極および負極に用いることが可能である。その適用例は後述
する。
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【００４３】
　なお、前記スラリーＳとして、活物質粉２０と、導電助剤３０と、バインダーＢに加え
て、平均太さが０．５μｍ以下、好ましくは０．３μｍ以下であるカーボン繊維ＣＦの粉
末を含むスラリーを用いることも可能である。この場合、図５に示すように、集電体１０
内に形成されている隙間にカーボン繊維ＣＦが配置される。
【００４４】
　カーボン繊維ＣＦは、短繊維Ａや、活物質粉２０や、導電助剤３０や、他のカーボン繊
維ＣＦに接触する。本実施形態では、平均太さが０．１～０．２μｍ、長さ２０～２００
μｍ程度のカーボン繊維ＣＦを用いる。なお、カーボン系導電助剤３０の抵抗率は０．１
～０．３Ω・ｃｍであるのに対し、カーボン繊維ＣＦの抵抗率は例えば５×１０－５Ω・
ｃｍである。
【００４５】
　例えば、活物質粉２０と短繊維Ａとが直接接触していない場合でも、当該活物質粉２０
と短繊維Ａとがカーボン繊維ＣＦを介して電気的に接続される。また、活物質粉２０と短
繊維Ａとが直接接触している場合でも、カーボン繊維ＣＦによる接続があることによって
、当該活物質粉２０と短繊維Ａとの間の電気抵抗が更に低減される。
　このように、導電性が良いカーボン繊維ＣＦにより、活物質粉２０と短繊維Ａとの間の
電子の移動抵抗を低減することができ、電子が入出力端子に移動する抵抗を小さくする上
で有利である。
【００４６】
　なお、導電助剤３０を含まずカーボン繊維ＣＦを含むスラリーを用いて電極を製造する
ことも可能である。この場合も、図６に示すように、集電体１０内に形成されている隙間
にカーボン繊維ＣＦが配置され、当該構成は活物質粉２０と短繊維Ａとの間の電気抵抗を
低減する上で有利である。なお、図５および図６は本実施形態の構成をわかりやすく示す
ための図であり、短繊維Ａ、活物質粉２０、導電助剤３０、カーボン繊維ＣＦ等の大きさ
、太さ、長さは実際と異なる場合がある。
　なお、電気抵抗の低減を効率的に行うために、カーボン繊維ＣＦの平均長さは、活物質
粉２０や吸着物質粉の平均粒径の半分以上であることが好ましく、当該平均粒径の２／３
以上であることがより好ましい。
【００４７】
［コイン型二次電池への適用］
　図７に本実施形態の電極を用いたコイン型二次電池の一例を示す。このコイン型二次電
池は、ケース本体１０２と蓋１０１とを有するケース（外装缶）１００と、ケース１００
に収容された蓄電部とを備えている。蓄電部は、正極１１０として本実施形態のアルミニ
ウムから成る短繊維Ａを用いた電極を備えている。また、正極１１０と対抗する負極１２
０と、正極１１０と負極１２０との間に配置されたセパレータ１３０とを有する。正極１
１０がケース本体１０２に面接触し、負極１２０が蓋１０１に面接触し、これにより、蓋
１０１およびケース本体１０２が正極１１０および負極１２０の入出力端子として機能す
る。
【００４８】
　この場合、正極１１０に用いられる集電体１０には正極用の活物質粉２０が保持されて
いる。また、負極１２０は公知の二次電池の負極の構造および材質を有していれば良く、
リチウムイオン二次電池の場合は活物質として例えばグラファイト等の炭素材が用いられ
、集電体として銅箔が用いられる。セパレータ１３０は正極１１０と負極１２０とを電気
的に絶縁し、イオン透過性があり、正極１１０および負極１２０との接触面で酸化・還元
に対する耐性を有するものであれば良い。例えば、多孔質のポリマーや無機材料、有機と
無機のハイブリット材料、ガラス繊維等を用いることが可能である。なお、二次電池に用
いられる公知のセパレータを用いることが可能である。
【００４９】
　前記蓄電部を収容したケース１００内には電解液が満たされている。電解液の電解質と
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してリチウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩等を使用可能であり、リチ
ウムイオン二次電池の場合はリチウム塩が用いられる。電解質が溶解する溶媒としては非
水系溶媒が用いられ、非水系溶媒としては、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジメチ
ル、炭酸ジエチル、炭酸エステル等を用いることが可能である。なお、二次電池に用いら
れる公知の電解質および溶媒を用いることが可能である。充放電が行われる際に、正極１
１０の活物質粉２０からリチウムイオン等のイオンが電解液中に放出される化学反応や、
活物質粉２０にリチウムイオン等のイオンが取り込まれる化学反応が起きる。
【００５０】
　このように構成されたコイン型二次電池において、正極１１０に用いられる集電体１０
の厚さ方向一方の面がケース本体１０２に接触する。また、正極１１０に用いられる集電
体１０には、その厚さ方向一方の面から他方の面までの全ての範囲に活物質粉２０が充填
されており、多くの活物質粉２０が集電体１０の短繊維Ａに接触している。このため、入
出力端子に電子を運ぶ短繊維Ａと活物質粉２０との距離が近くなり、充放電速度を向上す
る上で有利である。
【００５１】
　また、活物質粉２０と短繊維Ａとが直接接触し、又は、活物質粉２０と短繊維Ａとが近
接して配置されると共に導電助剤３０等を介して導通している。このため、活物質粉２０
と短繊維Ａとの間で電子の授受が行われる際に、その電子が集電体１０の端等に設けられ
た入出力端子に移動する抵抗を小さくすることができる。
【００５２】
　なお、従来のコイン型二次電池の一例を図８に示す。このコイン型二次電池は、アルミ
ニウム箔の集電体１４１と、集電体１４１の厚さ方向一方の面に塗布された電極層１４２
とを有する正極１４０を備えている。電極層１４２には、活物質粉、導電助剤、バインダ
ー等が含まれている。コイン型二次電池はスペースが限られているので、従来のコイン型
二次電池は集電体１４１の厚さ分だけ活物質粉の量が制限される。また、セパレータ１３
０側に配置された活物質粉の電子は、集電体１４１との間に配置された活物質粉や導電助
剤を介して集電体１４１に移動するので、充放電速度を向上する上で好ましくない。
【００５３】
　なお、前記コイン型二次電池において、負極１２０に本実施形態の電極の構造、特に銅
から成る短繊維Ａを用いた電極を用いることも可能である。この場合、この電極の集電体
は集電体１０となり、活物質粉２０として炭素材が用いられ、電池の種類によってはチタ
ン酸リチウム、チタン酸化物、タングステン酸化物、スズ酸化物等が用いられる場合もあ
り得る。
【００５４】
［積層型二次電池への適用］
　正極、負極およびセパレータから成る蓄電部を複数層に積層する二次電池の場合も、前
記コイン型二次電池と同様に本実施形態のアルミニウム又は銅の短繊維Ａを用いる電極構
造を正極のみ、負極のみ、および正極と負極の両方に用いることが可能である。
【００５５】
［電気二重層キャパシタへの適用］
　図９に本実施形態の電極を用いた電気二重層キャパシタの一例を示す。この電気二重層
キャパシタは、例えば容器２００と、容器２００に収容された蓄電部とを備えている。蓄
電部は、正極２１０として本実施形態のアルミニウムの短繊維Ａを用いる電極を備えてい
る。また、正極２１０と対抗する負極２２０と、正極２１０と負極２２０との間に配置さ
れたセパレータ２３０とを有する。正極２１０には正極入出力端子２１０ａが接続され、
負極２２０にも同様に負極入出力端子２２０ａが接続され、各入出力端子は容器２００の
外まで延びている。
【００５６】
　この場合、正極２１０に用いられる集電体１０には吸着物質粉が保持されている。また
、負極２２０は公知の電気二重層キャパシタの負極の構造および材質を有していれば良く
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、例えばアルミニウム箔から成る集電体２２１と、集電体の厚さ方向一方の面に塗布され
た電極層２２２とを有する。電極層２２２には吸着物質粉、導電助剤、バインダー等が含
まれている。
【００５７】
　セパレータ２３０は正極２１０と負極２２０とを電気的に絶縁し、イオン透過性があり
、正極２１０および負極２２０との接触面で酸化・還元に対する耐性を有するものであれ
ば良い。例えば、多孔質のポリマーや無機材料、有機と無機のハイブリット材料、ガラス
繊維等を用いることが可能である。なお、電気二重層キャパシタに用いられる公知のセパ
レータを用いることが可能である。
【００５８】
　前記蓄電部を収容した容器２００内には電解液が満たされている。電解液は非水系溶媒
及び電解質を含有している。電解質や非水系溶媒は電気二重層キャパシタに用いられる公
知の物質であれば良い。電解質として例えばアンモニウム塩、ホスホニウム塩等を使用で
き、非水系溶媒として例えば環状炭酸エステル、鎖状炭酸エステル、環状エステル、鎖状
エステル、環状エーテル、鎖状エーテル、ニトリル類、含イオウ化合物等を使用できる。
【００５９】
　この電気二重層キャパシタは、正極２１０に用いられる集電体１０の一端が正極入出力
端子２１０ａに接続される。また、正極２１０に用いられる集電体１０には、その厚さ方
向一方の面から他方の面までの全ての範囲に吸着物質粉が充填されており、多くの吸着物
質粉が集電体１０の短繊維Ａに接触している。このため、正極入出力端子２１０ａに電子
を運ぶ短繊維Ａと吸着物質粉との距離が近くなり、充放電速度を向上する上で有利である
。従来の正極の構造は負極２２０と同じであるため、負極２２０と比べると上記利点を理
解し易い。
　なお、前記電気二重層キャパシタにおいて、負極２２０に本実施形態のアルミニウムの
短繊維Ａを用いる電極の構造を用いることも可能である。また、正極２１０および負極２
２０に本実施形態の銅の短繊維Ａを用いる電極の構造を用いることも可能である。
【００６０】
　本実施形態によれば、上述のように高純度のアルミニウムの短繊維Ａや銅の短繊維Ａの
近傍に活物質粉２０や吸着物質粉を配した蓄電デバイスの電極を形成することが可能であ
る。これにより、より容量が高く、変形抵抗の少ない、充放電性に優れた蓄電デバイスの
製造が可能となる。
【００６１】
　また、例えば、通常のキャパシタや二次電池などに使用されるアルミニウム箔の製造は
、スラブと呼ばれる非常に大型の四角柱のアルミ鋳塊を造り、切断、加熱して何回も圧延
し、更に表面処理等を施して製作される。このため、非常に多くのエネルギーとコストを
要する。一方、本実施形態に使用するアルミニウム又は銅の短繊維Ａはビビリ振動切削等
により製造することが可能である。また吸着物質粉、活物質粉２０、導電助剤３０などを
保持した集電体１０を圧延し箔を形成する際に、プレス圧も小さくすることができる。こ
のため、大型の設備を必要とせず、容易にかつ低コストで集電体箔や正極箔を製造するこ
とが可能となる。
【００６２】
　このように、本実施形態によれば、所定形状に成形したスラリーを乾燥させると、アル
ミニウム又は銅の短繊維Ａが互いに電気的に接続され、アルミニウム又は銅の短繊維Ａに
より集電体１０が形成される。また、スラリーＳ内ではアルミニウム又は銅の短繊維Ａと
吸着物質粉又は活物質粉２０とが混ぜられているので、スラリーＳを乾燥させると、集電
体１０の短繊維Ａの間に形成された隙間に吸着物質粉又は活物質粉２０が入り込む。この
ため、吸着物質粉又は活物質粉２０が短繊維Ａに直接接触し、又は、短繊維Ａの近傍に配
置され、吸着物質粉又は活物質粉２０と短繊維Ａとの間で電子の授受が行われる際に、そ
の移動抵抗を小さくすることができる。
【００６３】
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　また、スラリーＳにカーボン繊維ＣＦが混ぜられているので、電極となった際に、吸着
物質粉又は活物質粉２０と短繊維Ａとが直接接触していない場合でも、吸着物質粉又は活
物質粉２０と短繊維Ａとがカーボン繊維ＣＦを介して電気的に接続される。また、吸着物
質粉又は活物質粉２０と短繊維Ａとが直接接触している場合でも、カーボン繊維ＣＦによ
る接続があることによって、吸着物質粉又は活物質粉２０と短繊維Ａとの間の電気抵抗が
更に低減される。
【００６４】
　また、短繊維Ａから成る不織布状集電体又は分散した短繊維Ａ同士が接続された集電体
を有する電極は、アルミニウム箔等を集電体として使うものに比べ、小さな力でも容易に
曲がる。このため、電極の設置スペースが限られている場合は、その設置を容易にするこ
も可能であり、使用時に少し変形が加わる位置に電極が設けられる場合でも、電極から生
ずる反力が小さくなり、これにより機器の寿命を向上することを期待できる。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　集電体
　２０　活物質粉
　３０　導電助剤
　Ａ　　アルミニウム又は銅の短繊維
　Ｂ　　バインダー
　Ｓ　　スラリー
　ＣＦ　カーボン繊維

【図１】 【図２】

【図３】
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